
審議会等の会議結果報告 

 

議事の内容は下記のとおり 

 

事務局（田村室長） 

 それでは、皆様、こんにちは。定刻より少し早いですが、委員の皆様全員お揃い頂きま

した。 

 只今から、平成 28 年度第２回津市森林整備協議会を開催したいと思います。私、林業振

興室長の田村です。よろしくお願いいたします。 

本日は、委員の皆様におかれましては、何かと御多用のところ、本協議会に御出席いた

だき誠にありがとうございます。 

今年度２回目ということで、毎年、本庁の会議室で開催していましたが、夏の協議会の

時には本庁の会議室が空いてないということで、ここで開催させていただきました。その

時にお話が出てきまして、委員の皆様で美里水源の森へ、という声も頂きましたので、協

議会終了後にマイクロバスで移動いたします。本当に寒い中、ありがとうございます。 

協議会に先立ちまして、農林水産部長の森谷より御挨拶をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局（森谷部長） 

１ 会 議 名 平成 28 年度第２回津市森林整備協議会 

２ 開催日時 
平成 29 年２月 13 日（月） 

午後１時 30 分から午後２時 30 分まで 

３ 開催場所 津市役所美里庁舎２階 会議室１ 

４ 出席した者の氏名 

（津市森林整備協議会委員）           ※敬称略 

若林征男（会長）、山本直佐（副会長）、山﨑昌彦、落合求、山

川正博、駒田勝巳、今瀬靑佳、川井春生、山岸新太郎、藤田雅

子、辻本秀人、上川 貢、宮田敦子 

（事務局） 

 農林水産部長 森谷実徳、農林水産部次長 草深泰幸 

林業振興室長 田村晴彦、林業振興室 向田泰久・宇井宏幸 

５ 内  容 
（審議事項） 

 津市森林整備変更計画について 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担  当 

農林水産部林業振興室林業振興担当 

電 話 262-7025 

ＦＡＸ 264-1000 

e-mail 262-7025@city.tsu.lg.jp 



 皆さんこんにちは。 

 津市農林水産部長の森谷でございます。 

本日は、お忙しい中、津市森林整備協議会に御出席を頂き、誠にありがとうございます。 

 また、平素は、本市の林業施策に格別の御理解と御協力を賜っておりますこと厚く御礼

申し上げます。 

 さて、国政の動向ですが、国は平成 29 年度林野庁予算に 2,956 億円計上しました。これ

は対前年度比 100.8％で前年度並みとなっていますが、「施業集約化の加速化」に関する予

算に３億円が上乗せされており、境界の明瞭化への取組が期待されます。 

また、森林環境税については平成 30 年度税制改正まで結論が先送りされ、今後の動向が

注目されています。 

本市といたしましては、平成 29 年度予算に林業の振興予算として約２億３千５百万円要

望しており、林業経営の強化や森林環境と生産基盤の整備等に取組んでまいります。 

さて、今回の協議会で皆様に御審議をお願いいたします案件は、「津市森林整備計画の

変更について」でございます。詳細につきましては、担当から御説明を申し上げますが、

平成 28 年 12 月 28 日に策定された上位計画である北伊勢地域森林計画変更計画との整合

性を図りながら作成した案を今回御審議いただくものです。主な変更内容といたしまして

は、森林法改正による「鳥獣害の防止に関する事項」の追加でございます。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（田村室長） 

 ありがとうございました。 

審議に入らせていただく前に、本日の出席者数を御報告いたしますが、先程も、全員出

席ということで、過半数以上の出席を頂いておりますので、津市森林整備協議会条例第６

条第２項の規定により、本会議が成立したことを報告申し上げます。  

なお、本協議会は議事録を作成し、津市情報公開条例に基づき、津市のホームページ等

において公開いたしますので、予め御了承願います。 

それでは、協議会条例第６条第１項の規定に基づきまして、議長を若林会長にお願いし

たいと思います。会長よろしくお願いいたします。 

 

若林会長 

 皆さんどうも、御苦労様でございます。 

 平成 28 年度の２回目の協議会ということでございまして、今日は森林法の改正に基づく

鳥獣関係の森林整備計画の見直しということで審議をしていただきます。 

 それとですね、今日は全員出席していただきまして、現地視察を入れていただきまして、

協議会始まって以来、初めての現地視察です。前回、美里に水源を涵養するような森林整

備をやっておるということを聞きましたので、私はちょっと、覗かしていただきましたが、

なかなか見本になる、いわゆる森と緑の県民税をうまく活用されまして、基盤整備されて、

ここに案内があるように、一応計画年度は 26 年度から 30 年度の間で行われていますが、

これが完成しますとですね、官民一体となった企業の森、県民税の関係、森林ボランティ



ア、しかも、この中心になっているのが長野流域環境保全協議会というのがございます。

ぜひ現地へ行っていただき協議会の何か参考にするように、ということで、早速、この協

議会で企画していただいたことに、事務局に対しお礼を申し上げます。どうも、ありがと

うございます。 

 それでは審議に入らせていただきます。よろしくお願いします。 

 森林整備計画について事務局より御説明をよろしくお願いいたします。 

 

事務局（向田） 

 失礼します。林業振興室の向田といいます。座って失礼します。 

 それでは、資料の御確認をさせていただきます。 

 審議事項（１）津市森林整備計画の変更についてということで、資料１といたしまして

ですね、表紙から 26 ページまであります。それと図面がＡ３に縮小されていますけれども、

６枚付けさせてもらっています。これが、今回御審議を頂きます変更計画書の案でござい

ます。それと、資料２といたしまして、今回の変更にかかる新旧対照表といたしまして、

裏表の印刷で５枚つけさせてもらっています。審議事項１の資料は以上になります。よろ

しかったでしょうか。 

 それでは、今回の変更内容といたしましては、部長からの説明にもありましたように、

森林法の改正に伴う鳥獣害の防止に関する事項の追加が必要となりましたので、それにか

かる文章の修正、それと、公益的機能別施業森林の独自区域というのを設定しておりまし

たけれども、その関係の事項を削除することが主な変更となっております。 

 それでは、資料１の案と資料２を一緒に見ながら説明していきたいので、よろしくお願

いいたします。 

 資料２新旧対照表の１ページを御覧下さい。右側が変更前、左側が変更後となっおりま

す。１ページのローマ数字のⅠ、伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本

的な事項といたしまして、１森林整備の現状と課題、こちらの記載でございますけれども、

鳥獣害の防止に関する事項を追加するにあたりまして、基本的な事項といたしまして、現

状の中段から下の６段目程の、中ごろから下のほうにですね、「古くからスギ、ヒノキの

造林が盛んに行われてきた地域においては、齢級構成が他の地域に比べて高く、伐期を迎

える林分も多い。しかし、木材価格の低下や人件費等の経費の上昇のため、採算が取れな

い森林が増えてきており、それ以降の下線部、さらには、イノシシ、ニホンジカなどによ

る林産物への食害が深刻な問題になっている。そのため、」までですね。現状と課題に追

加をさせていただきたいと思っております。続きまして次の段でございます。「また、平

成 25 年 11 月にバイオマス産業都市構想を策定し、」のところでございますが、旧の変更

前はですね、バイオマス発電所がまだ稼働しておりませんでしたので、「本稼働すること

から」となっておりましたが、今年度バイオマス発電所が稼働しましたので、今回の変更

に合わせて「稼働した」と、下線部のとおり直させていただきたいと思います。 

 続きまして、新旧対照表をめくっていただきまして、３その他必要な事項とございます

が、これは計画書の６ページになりますけれども、ローマ数字Ⅱの森林の整備に関する事

項といたしまして、その他必要な事項に、今までは獣害の関係を入れさせていただいてい



たんですけれども、後程出てきますが、今回新たに獣害の項目を入れさせていただきまし

たので、ここでは、「特に定めない。」に直させていただきたいと思います。 

 続きまして、変更計画書案の７ページですね、ひし形の人工造林の樹種及び仕立ての別

の植栽本数の最後にコメ印で「最低植栽本数は 1,000 本/ｈａ以上とする。」と注意書きが

書いてあったのですけれども、表中に 1,000 本という数字が出てきておりますので、修正

ということで削除させていただきたいと思います。 

 続きまして、変更計画書案の９ページにございます、ウその他天然更新の方法でござい

ますが、「該当なし。」という表記をさせていただいておりましたが、津市でそもそも設

定を行っていないということから、「特に定めない。」という表現に変えさせていただき

たいと思います。 

 続きまして、新旧対象表はそのまま２ページですけれども、10 ページと書いてあるとこ

ろですね、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法という表がございます

けれども、それぞれスギ、ヒノキの樹種に応じて、標準的な方法が記載されておりますが、

その中で、「間伐率は本数で 20～40％とし、」となっておりましたが、現在の森林状況に

応じた間伐が行われるようにですね、間伐率の前に「おおむね」という文言をつけさせて

いただきましてですね、間伐しやすいように間伐率に少し幅をもたせていただくものです。

おおむねを付けることによりまして、プラスマイナス２割程度の増減が可能となります。

また、表の下の方にコメ印で「間伐とは、樹冠疎密度が 10 分の８以上の森林において、材

積率 35％以内でおおむね５年以内に樹冠疎密度が 10 分の８に回復する伐採である。」と

いうことで、注意書きが旧の方にはコメ印でアンダーラインが引いてありますけれども、

この文言につきましてもですね、間伐の意味が書かれていましたが、表中に間伐率等が記

載してあるため、必要ないことから今回、コメ印以降を削除させていただきたいと思いま

す。 

 それとですね、同じく３ページですね、３その他必要な事項が書いてあります。こちら

におきましても、手遅れな林分で強度間伐が行えるように、以下のように、「樹冠長率が

30％に満たない林分は、気象災害に対して弱く、間伐後しばらくの間は特に危険である。

しかし、さらに脆弱な森林になるのを防ぐためには、優勢木が適正配置されるように劣勢

木中心の間伐を進める。その場合、本数間伐率にして 40％から 50％ぐらいの間伐を行い、

さらに４、５年ぐらい後に 40％ぐらいの間伐を行う。また、樹冠長率が 20％近くまで低下

した森林は、間伐しても健全な森林に戻すことが困難であるため、皆伐更新することが望

ましい。なお、森林法第10条の10第２項の要間伐森林に関する通知は必要に応じて行う。」

と、改めるものです。こちらにつきましても、手遅れな森林で強度間伐が行えるように少

し文言を変えさせていただきまして、更新が促せるように修正させていただくものです。 

 長くなって、申し訳ないですが、同じく３ページの第４公益的機能別施業森林等の整備

に関する事項の中の１の（１）のア 区域の設定でございますけれども、「当該森林の区

域を別表１に定めるものとする。」とありましたが、少し計画書内で文言の統一性を図る

ために修正させていただくためにですね、別表１のとおりと改めさせていただきたいと思

います。続きまして、イの施業の方法につきましても、変更前は「森林の区域を別表２に

定めるものとする。」とさせていただいておりましたが、「この森林の区域は別表２のと



おり。」というように、統一するため少し修正をさせていただきたいと思います。その下

の（２）でございますが、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の

形成の機能又は保険文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水

源涵養機能維持増進森林以外の森林ということで、「該当なし」としていましたが、先ほ

ども言いましたように、津市においては設定をしていないことから、「特に定めない。」

に変更させていただきたいと思います。 

 新旧対照表のページをめくっていただきまして、４ページをお願いしたいと思います。

２木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域

内における施業の方法の（１）ですね、同じく文言を統一するために、「別表１のとおり。」

とさせていただきます。（２）につきましては、森林施業の方法が書かれておりますけれ

ども、最後のところでございますけれども、「整備を推進することを基本とする。」とな

っておりましたが、整備の前に文言を付け足していただきまして、「森林」を入れさせて

いただいております。その続きの、３その他必要な事項の（１）につきましては、句読点

の漏れでございます。（２）でございますけれども、以前はですね、公益的機能別施業森

林の独自区域及び当該区域における施業の方法といたしまして、独自ゾーニングと言いま

して、津市独自のゾーニングを設定しておりましたけれども、こちらの文言と設定の内容

なのですけれども、国のゾーニングと名称が似ており非常に分かりにくいということとで

すね、この変更前までに掲げさせていただいておりました現在のゾーニングにつきまして

はですね、設定しても特に制約は無く、現在このゾーニングは機能していないことからで

すね、今回必要ないということで整理させていただいて、（２）については「特に定めな

い。」とさせていただいております。その下の別表１でございますが、真ん中に森林の区

域としてですね、それぞれ図面と面積等を記載するようになっていますが、その中にあり

ます、土地に関する災害の防止うんぬんというものと、快適な環境の形成の機能の維持増

進を図るための森林、保険文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林、

その他の公益的機能の維持増進を図るための森林のついては、「該当なし」と記載してお

りましたが、言葉の表現といたしまして「設定なし」と改めさせていただきます。 

 それでは、ページをめくっていただきまして、５ページでございます。別表２でござい

ますが、先程と同じく「該当なし」を「設定なし」という表現に変えさせていただきます。

旧の別表３とさせて頂いておるところは、独自ゾーニングの森林区分の表でございました

もので、別表３につきましては、削除させていただきたいと思います。 

 続きまして、４その他必要な事項でございますが、こちらも「該当なし」から「特に定

めない。」に変えさせていただきます。同じく、15 ページのその他必要な事項につきまし

ても、「特に定めない。」に変更させていただきたいと思います。 

 すみません。ページをめくっていただきまして、６ページでございます。２の路網の整

備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項でございますけれども、こちら

も「該当なし。」から「特に定めない。」に修正させていただきたいと思います。同じく、

その他必要な事項につきましても、「該当なし」と表記しておりましたが、「特に定めな

い。」に改めさせていただきたいと思います。 

 それから、ローマ数字のⅢでございます。こちらは冒頭でも少しお話させていただきま



したが、今回の森林法の改正によりまして、森林の保護に関する事項を追加で記載するこ

とになったことから、第１といたしまして、「鳥獣害の防止に関する事項」を新たに入れ

させていただいております。少し、読ませていただきます。「第１鳥獣害の防止に関する

事項、１鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法、（１）区域の

設定、別表３のとおり、（２）鳥獣害の防止の方法、鳥獣害防止対策は、鳥獣の保護管理

対策や農業被害対策と必要に応じて連携・調整しつつ実施するとともに、鳥獣害防止森林

区域内においては、被害防止効果が発揮されるよう、以下の対策を単独、又は組み合わせ

て実施することとする。なお、既存の防護柵については、必要に応じて改良等を行い、被

害防止効果の発揮を図るよう努めるものとする。また、特に、人口植栽地（予定地を含む。）

の森林においては、これらの対策を重点的に実施するよう努めることとする。ア 植栽木

の保護措置、防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地

調査等による森林のモニタリングの実施等、イ 捕獲、わな捕獲（ドロップネット、くく

りわな、囲いなわ、箱なわなどによるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等の

実施」。別表３といたしまして、対象鳥獣の種類は、ニホンジカ、イノシシ、ノウサギ。森

林区域といたしましては、地域森林計画の対象となっている民有林、面積といたしまして

は、40,820.03ha でございます。めくっていただきまして、７ページの２その他必要な事項

は「特に定めない。」といたします。ここまで説明させていただきましたところが、今回

の森林法の改正によりまして、鳥獣害の防止に関する事項を追加するものとなっておりま

す。これを記載することによりまして、森林経営計画という森林施業の計画を立てていた

だく際に、鳥獣害の防止策を検討するようにということがここで定められて、森林経営計

画にも反映させなければならないので、それが、平成 29 年４月以降に経営計画を作成する

場合には記載しなければならないようになってくるという内容でございます。 

 長くなりましたが、先に進めさせていただきます。７ページに戻りまして第２でござい

ますけれども、第２につきましては、変更前のローマ数字のⅢにありました、森林病害虫

の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項の記載となっておりますも

ので、こちらはそのまま番号が移動しております。（２）といたしまして、その他は「特

に定めない。」に表現を変えさせていただきました。２鳥獣による森林被害対策の方法（第

１に掲げる事項を除く。）ということでございますけれども、対象の鳥獣、ニホンジカ、

イノシシ、ノウサギとなっておりますけれども、ここについても「第１の１の（２）に準

じる」としております。７ページの一番下の（２）ですね、その他といたしまして、「該当

なし」から「特に定めない。」に変更させていただいております。 

 ８ページをよろしくお願いいたします。保健機能森林の区域でございますが、「特に定

めない」としておりましたが、設定していないことから、「設定なし」に変えさせていた

だきたいと思います。続きまして、（１）森林保健施設の整備でございますけれども、「該

当なし」と表記していましたけれども、「特に定めない。」に統一して変えさせていただ

きたいと思います。 

すみません、ローマ数字Ⅴのその他森林の整備のために必要な事項といたしまして記載

させていただいております。先に下の方ですが、「別表１」と記載していましたが、今回

の森林法の改正によりまして、森林計画に関する事務の取扱いの運用も改正になりまして、



記載要領の変更に伴いまして、修正させていただく形でですね、「（２）森林法施行規則

第 33 条第１号ロの規定に基づく区域」というように、別表１から改めさせていただきます。

その関係で一つ段落が増えましたもので、（１）、（２）、（３）、（４）を、ア、イ、ウ、

エという表記に変えさせていただいております。（５）につきましては、先程も申し上げ

ましたが区域の概要でございますので、（５）は削除しています。 

８ページの下のほうにあります、旧の方に記載しておりました、「（４）林産獣害対策」

というところがございました。今までは、国の法律では特に記載する必要がございません

でしたもので、その他必要な事項として津市として独自に書かせておりましたけれども、

今回、鳥獣害の関係を記載させていただくことになりましたので、（４）につきましては

一部現状と課題に移しまして、対策についてはⅢの方に移させていただきました。（４）

を移させていただいたことから、（５）の災害に強い森林づくりを（４）に繰り上げさせ

ていただいております。それと最後のページにありますように、（６）木質バイオマスの

利用を（５）に改めさせていただくものです。 

長くなってしまって申し訳ございません。説明は以上になります。よろしくお願いいた

します。 

 

若林会長 

 どうもありがとうございました。 

 森林計画の変更について説明がありました。これについて、意見、質問があればよろし

くお願いします。 

 獣害関係にも細かいところの変更がありましたので、ちょっと分かりづらいところもあ

ったかもしれませんが、質問や意見のほうで補充させていただきますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 この獣害のほうはですな、区域は４万なにがしとありますが、森林計画にある対象森林

全部の森林が対象ということでよろしいですか。 

 

事務局（向田） 

すみません。説明が大変不足していまして申し訳ございません。 

 鳥獣害の対象の森林でございますけれども、まず国の方から、鳥獣害の防止森林区域の

設定に関する基準というのが来ておりまして、こちらでですね、国独自に４ｋｍ四方のメ

ッシュ状の地図が来ておりまして、それで、該当する場所を全てピックアップするという

ことでございましたけれども、国の方の調査では、少し不足しているところもございまし

たので、三重県の方が独自に第２種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）というものを作成し

ております。その中に、平成 24 年から 26 年度までの目撃情報を調査したものがございま

して、それを今回、津市内の対象森林に当てはめたところ、全ての森林で目撃情報がある

ということで、三重県が主張しております対象森林の全てを今回の獣害対策の面積にさせ

ていただいております。 

 もう一つ追加で申し訳ないですが、対象鳥獣の方なんですが、ニホンジカ、イノシシ、

ノウサギというような記載になっております。最近では、カモシカの目撃情報も山間部の



方ではあるということでございますけれども、食害等もあるとお聞きしておりますが、カ

モシカについては天然記念物に指定されている関係から捕獲できないこともございまして、

今回の対象の鳥獣はニホンジカ、イノシシ、ノウサギにさせていただきたいと思っており

ます。 

 

若林会長 

 どうぞ、他にあれば。 

 

山﨑委員 

 新旧対照表の６ページの（２）の鳥獣害の防止の方法なんですけれども、鳥獣害防止対

策は、鳥獣の保護管理対策や農業被害対策等と必要に応じて連携・調整しつつ、と書かれ

ておりますが、そういうふうな保護管理の部署とか、農業管理の部署と、林業関係の部署

とか、そういう意見調整をするような協議会とか、組織的なものはあるんですか。今現在。

それは無いですか。 

 

事務局（向田） 

 具体的な組織等は今現在ございませんもので、こちらに書かせていただいたのは農地と

接している部分につきましては、農地と連携を図れるようにという意味合いも込めまして、

このように農のほうとも連携が取れるようにこのように書かせていただきました。 

 

山﨑委員 

 ぜひ、お願いしたいなと思いますし、県の獣害対策の協議会に私もちょっと入れさせて

いただいとる中で、やはり、農業だけとか、林業だけとか、単独では難しいと思うんです

よね。色んなところと連携しながら情報を密にしていただいて、それぞれが持っている補

助金等も、例えば農業に使えて林業に使えないとか、そういう縛りはあると思うんですが、

ある程度全体的に、総合的に被害を防止していくような補助金が、あるかないか私も把握

しておりませんが、そういう観点から整備していく必要があるんではないかと思いますし、

必要に応じてと言いますか、必ず連携というか共有をしていく必要があると思いますので、

そのへんをお願いしたいなと思います。 

 

若林会長 

 私もそれはちょっと質問したいなと思っておりましたが、実は２月１日号の広報に今の

農業関係の被害状況が出てますな。そこにはアライグマも出ていますね。イノシシ、サル、

シカですか。このデータというのは農業関係、例えば、防護柵何メートルとか出ています

が、あれは農業予算でついたデータですか。 

それから、捕獲。津市は捕獲について一番県下で率が高いと聞いていますが、広報にも

書いてありますが、そういうのは全部農業サイドの結果であって、いわゆる、林業サイド

での防護柵もやっておるし、捕獲もやっておると思いますが、それは全く農政サイドのや

つか、この広報見ていると林業何かしとるんかと、思われるもんがありますので、今の質



問のようにですな、調整した結果、林業はこう、農業はこう、ちゃんと調整していますよ、

というようなやつが無いと、この広報の１枚２枚のやつを見ていると、本当は山に獣が一

番多いのに、確かに農業サイドの被害は多いかも知れませんが、源は林業にあるんやで、

その対策はこうなっていますよと、広報でもＰＲして欲しいな、というような気持ちを込

めて質問されたんではないでしょうか。 

 

事務局（草深次長） 

 農林水産部に獣害担当というのを昨年設けまして、総合的に獣害対策にあたっている専

門的な課長職を設けてやっております。その中で各地域にですね、地域の皆さんで獣害対

策協議会を立ち上げて、これは農家だけで無しに、非農家の方とか、林家の方とかもいる

と思いますけれども、そういう方々を含めた協議会を立ち上げている地域もございます。 

地域が一団となって防護柵を設置したり、見廻りをしたり、研修をして獣害対策に取組

んでいただいております。津市全体で広域の獣害対策協議会も立ち上げています。各地域

ごとの実情に応じた形で、地域の皆さんで取組んでいただいておりまして、市としまして

はそれに対する補助金を出しております。 

 もう一つは、猟友会へ個体調整をお願いしているということで、これは猟友会の方が山

に入ってイノシシやシカを捕獲するのに対し謝礼をしております。 

 また、昨年４月に獣害対策相談チームを立ち上げ、地域に入って防護柵や捕獲檻の設置

指導をはじめ、獣害対策協議会の立ち上げの相談に乗っています。 

 それで、行政的な組織でございますけれども、県とか市とか農協とかの担当者が寄って

獣害対策について話し合う津市鳥獣害防止協議会という協議会があります。 

 

若林会長 

 各地域の協議会が出来とると、構成員もこういうふうになっとるとか広報に載っていて、

白山や美里は地域の被害がよく載っていますが、美杉の方とか安濃、芸濃は少ないですが、

ここら辺はどういう加減で。 

 

事務局（草深次長） 

 やはり、困っていらっしゃる地域の方が声をあげて組織を立ち上げるとか、そういう盛

り上がりの程度によるものもありますけれども、補助金の補助率が２分の１ということで、

ある程度の地元負担が必要になってくるため、事務的なことや経費的なことで協議会の立

ち上げまでは至らないところもあるんですが、それについては有効性をＰＲしながら少し

でも多くの協議会が立ち上がるように進めて参ります。 

 

事務局（森谷部長） 

 安濃とか一志とか現状として協議会が非常に少ないんですけれども、被害は出ておりま

す。地域で見ますと、むしろ、農業に従事する産業としては非常に人数が少ないというこ

とで、一般の会社員の方もみえる中で協議会の立ち上げとなるとなかなか難しいようなと

ころもあるので、それについては次長も申し上げたように、支援をする組織を立ち上げま



したので、ちょっと地元の方へ入って、例えば自治会長さんにお話をして自治会全員での

取組を支援するとか、そういう形で今安濃も入っていますし、それから一志のほうも強化

していきたいと。地域協議会は今年で 23 になって、また５つくらい立ち上げる予定でいま

すけれども、そのへんを加速度的に増やしていって、農業、林業と言うよりも自治会であ

ったり、農家組合であったり、一般の方であったり、全員が一団となって取り組めるよう

に。獣害予算も来年度は１億２千万程度要求しておりますので、しっかりと支援をしてい

きたいと思っております。 

 

若林会長 

 地域はやっぱり農業サイドだけでなしに、今言われたように自治会長さんは全面的な視

野で見てもらわないかんので、当然農も林も見やんといかんと思いますので、そこのへん、

行政は農林一体となって獣害対策の方をやっていただきたいなと思います。 

 

事務局（森谷部長） 

 計画にあるように、ちょっと具体的にこうと申し上げられないところもありますけれど

も、実効性のあるものにしていきたいと思っております。 

 

若林会長 

 一番初めにですな、基本構想ですか、１ページのイノシシ・ニホンジカですか、林産物

とあるけれども、これは林産に農産も入ってこないのか。農林産物の、にした方がアピー

ル具合がいいんじゃないかなと。 

 小さいことですが、皆さん色々文言とかもあると思いますので、質問があればどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

辻本委員 

 ちょっと補足します。今ちょっと、農産物を書き入れるかどうかということでありまし

たけど、いかんせん、これ自体は森林法に基づいた計画なので、できたらこの標題にある

ように森林整備の現状と課題を書くところですから、あえてここでは農産物を入れなくて

もいいかなと思います。 

 

若林会長 

 森林法に基づく森林整備計画ですから、森林のみにした方がいいと言うならそれでもよ

ろしいですな。 

 他にございませんか。 

 林の方ではアライグマは出てきませんか。 

 

事務局（田村室長） 

 アライグマの林の被害というのは聞かないですね。小動物ならノウサギってことになっ

てくると思いますが。直接お話聞かせてもらったことも無いですし。 



 

辻本委員 

 寸のところではあるかもしれないけど、どっちかというと生家の被害ですよね。 

 

若林会長 

 アライグマの被害というのは市内のどこでも出てきますから。だけど、ノウサギは今度、

こっちへ入りましたが。ノウサギの具体的な被害というのは。 

 

辻本委員 

 具体的な面積とか被害額とかは把握していませんが、実際に植えた後に見に行くと下の

方がかじられているのは散見します。 

 

若林会長 

 それだけれども、大きな被害は出ていませんよね。苗木の下の方ですか。 

 

辻本委員 

 そうです。植えた直後とか、かじっている。 

 

若林会長 

 他にございませんか。 

 初めて森林整備計画の方に、上位計画にあるのかもしれませんが、樹冠長率というのが

出てきましたが。これは初めて出てきましたよね。 

 

辻本委員 

 ３ページの３その他必要な事項として追加したものになります。樹冠長率の話。この文

言自体は平成 23 年度の森林法改正の時に市町村計画が大きく変わった時に、ひな形として

は三重県がこの文言を示していたんですけれども、津市の計画ではこの文言が必ずしも反

映されていなかった状態でございました。 

今回、本数間伐率がですね、津市の場合はちょっと窮屈なものになっていましたから、

他市と比べてもちょっと窮屈になっていたので、と言いますか、あまり切れない。本当は

もっと切らなければいけないのに切れないことになっていましたので、その文言を入れる

ことからですね、樹冠長率という言葉を使いつつ本数間伐率を高めにいける計画事項にし

たわけです。 

 

若林会長 

 樹冠長率ってなかなかピンとこない。 

 

事務局（向田） 

 樹冠長率の説明が不足しておりました。 



 そもそも樹冠長というのは木の葉っぱが茂っているところが樹冠長です。樹冠長率とい

うのは木全体に対して、どれだけ枝葉が残っているかというものです。樹冠長率が低くな

ると上の方しか枝葉が無いので、密になって木が細くなって森林の状態としては混み合っ

ている森林になってきます。森林の混み合い具合を示したのが樹冠長率となります。 

 

辻本委員 

 間伐していないとですね、枝が枯れ上がっていって先っぽの方しか葉っぱが付いてない

という状況ですかね。例えば、樹高が 10ｍあって上から２ｍしか葉っぱが付いていないと

20％。１ｍしか付いていないと 10％。低いほど、ほとんど成長していかないようなものに

なりますかね。 

 

若林会長 

 そうなった場合は、40～50％の間伐をして復帰しなさいよということですが、それ以上

ひどくなったらほっときなさいよということですか。 

 

辻本委員 

 むしろここに書いてあるのは、極端に２割や１割になった林分は間伐しても成長しませ

んので、もう切っちゃえみたいなものですね。 

 

藤田委員 

 皆伐で少し気になるんですけれど、樹冠長率が 20％というのは本当に細い木ですよね。

それを皆伐で全部切ってしまうとなると、山自体に土がほとんどないような、がれきの山

になるんじゃないでしょうか。成長の悪いとことって。 

 

辻本委員 

 切る前はそういう状態が散見されますね。 

 

藤田委員 

 そうすると、切っちゃって、その後の土が無い状態の山に植樹をすることになりますよ

ね。皆伐したところは必ず植樹しなければならないので。そういうのでちゃんと育ってい

くのかなと思いますけれども。どんなもんなんでしょうか。 

 

辻本委員 

 土壌があるかないかという問題もあるんでしょうけど、ほっといても成長しないので、

だったら、植え替えようねというようなものを選択肢の一つとして、絶対そうしろとはこ

こには書いてないので、そういうのも選択肢としてありえるかなと思います。 

 

事務局（田村室長） 

 緑の部分が少ないので、今まで間伐も少なかったと思うんですけれども、それぞれ混み



合っていますけど、上のところで色々重なっているんで、光が当たっていないのは事実だ

と思うんです。ある程度間伐すると、光が入り下の植生も促すことになると思うんです。

全部皆伐しても、光が入りそれから植生が生えてくると思うんですよ。混み合っているの

が原因で下の土壌がやせている状態になっているので、皆伐してもともとは苗木を植えた

時には、ちゃんと草も生えていたところだと思います。それが暗くなって下草が生えてい

ないのを皆伐したら前の山に復帰する可能性は大きいと思います。 

 

藤田委員 

 長いことかけるんですね。 

 

事務局（田村室長） 

 そうですね。一旦塞いでしまって暗い山なので、やはり、ある程度思い切って間伐して

光を当てる。 

 

藤田委員 

 皆伐でしょ。はげ山になるということですよね。 

 

事務局（田村室長） 

 それもありですし、もう少しようけ切ってしまうとか。 

 

藤田委員 

 間伐はね。皆伐するのは見ていてがれきの山なんか美杉にも大きくなっているもんで、

それを皆伐するとなると土砂崩れも気になるし、土が戻ってくる方法になるんかなと思う

んですよ。すごい時間かかるんだろなって。他に方法が無いのも感じるんですが、そうい

う不安もちょっと感じるもんで。皆伐というのは不安です。 

 成長の問題もあると思うんだけど、あんまり詰まり過ぎているから。言っていることは

分かるんですよ。ただ、もうちょっと、やわらかく回復していく方法も無いかなと思いま

す。何十％というのをちょっとずつ間伐するのもありではないかと思いますが、あきませ

んか。 

 

辻本委員 

 ダメとは言いませんが、どのみち樹冠長率が低いとですね、成長が止まっているんです

よね。そういったところに間伐を入れるとしますよね。先っぽのほうしか葉っぱが付いて

いないと。細いですよね。力が無いですよね、何が起こるかというと。 

 

藤田委員 

 折れるんですか。 

 

辻本委員 



 折れないんですよ。フニャという感じになる。どのみち、森にならないですね。 

 

宮田委員 

 皆伐って皆伐更新するということですよね。皆伐更新が一つの言葉ですよね。皆伐する

ことが望ましいでは無くて、皆伐更新である程度やわらげて再生を待つという。更新とい

う言葉に皆伐と更新のギャップがあり過ぎて、繋がっていないのではないかなと。 

 

辻本委員 

 これは端的に言えば、切っちゃってそこに植栽するという意味です。 

 

宮田委員 

 再生ではなく。 

 

辻本委員 

 再生させるより上です。 

 

若林会長 

 新しく育てるということですね。 

 

辻本委員 

 そうですね。行政計画にしては過激な表現ぶりなんですけれども、放っておいても山に

ならないから、切っちゃって最初からやり直しましょうよというようなイメージですね。 

 

事務局（草深次長） 

 林業は生業であり、最終的には材を出すことが目的なので、窮屈になる前に間伐して大

事に育て、それを最終的に全部皆伐して材として使用し、その後苗を植えるというサイク

ル。やっぱり、更新ですけれども、適正時期に間伐しないことによって、最後の林の生産

まで辿り着けないことが明白になるので、植え替えを早めて、また最初からやり直しまし

ょうという意味です。しかるべき時期に間伐をすれば立派な木ができるんですけれども、

それをサボって最後にしようとしても手遅れな状態ですので、全部切って更新しましょう

ということですね。 

 

若林会長 

 他にございませんか。 

 整備計画とはちょっと違うかも知れませんが、私の方から聞きたいことがありまして、

この森林整備計画の特徴は、間伐や主伐は地域森林計画に基づいていますが、特色は、森

林セラピーとか、市有林の活用とか、バイオとか、ＪＲの保安林指定というのがあり、そ

の中で、ＪＲの保安林がどれくらい進んでいるのをちょっとお聞きしたい。 

 



事務局（田村室長） 

 ＪＲ沿線の保安林ですが、全部の対象森林がこんだけで保安林はこんだけできています、

っていうのは私どもはデータとして持っておりません。それぞれ、森林組合さんも中心に

なっていただいておると思うんですが、私も線路沿いにたまたま小さい山があったので、

森林組合さんからも声がけを頂いたということで、順次、やってもらっている最中という

ことで、今どれくらいのことになっているのかはちょっと分かりません。 

 

辻本委員 

 これ、県の事務なので、市の方は答えにくいと思いますけれども、実はあまり、進めら

れていないのが現状でございます。 

 

若林会長 

 せっかく、森林整備計画という大きな法的な計画書に載っとるわけですから、例えばこ

ういうのを見て来られたときに、やっとるよと。やはり、計画し、治山工事やってですね、

その後、保安林として大事にしていきますよということを数字的に説明したいというとこ

ろもありますので。 

 色々意見が出ましたが、他に意見ございませんか。 

 無ければですね、森林整備変更計画の提案が事務局からありました。この計画について、

承認したいと思いますが御異議ございませんか。 

 

委員一同 

 異議無し。 

 

若林会長 

 はい。異議無しと認めます。 

 それでは、３のその他ですが、事務局のほうから何かあればお願いいたします。 

 

事務局（向田） 

 ありがとうございました。 

 ３のその他として、（１）その他と書かせていただいておりますが、これは特に事務局

の方からはありませんもので、情報提供や意見交換ができればな、と思いまして、その他

という項目を入れさせていただいていますが、何かあれば御意見を頂きたいと思います。 

 （２）の美里水源の森視察というのがございますけれども、事前に追加で配らせていた

だきました資料を基に、この協議会終了後にマイクロバスを御用意しておりますので、御

準備出来次第、水源の森の視察に行きます。今回、美里の担当者の方にも来ていただける

ことになっておりますので、細かい説明はその時にお願いしたいと思います。 

 

若林会長 

 それでは、本日の事項はこれで全て終了しました。 



 ありがとうございました。 

 引き続き、美里水源の森の現地視察に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 


